
公益財団法人介護労働安定センター
神奈川支所

介護労働安定センターは「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（平成4年
法律第63号）に基づく厚生労働大臣の指定法人として、介護労働に対するさまざま
な支援事業を実施しております。

職業能力（介護職員の研修・スキル）の向上のために、介護事業主の抱える課題や希望を専門家がお伺い

しながら研修計画策定等のお手伝いをします。

“職業能力の向上”って何なの？ 研修を受けさせたいけど、何から始めるの？

効果的な、モチベーションのあがる研修を計画したいけど・・

資格取得や研修計画策定などに！

介護事業所の事業主や管理者の方を対象に社会保
険労務士、労働基準法専門家・中小企業診断士、
キャリアコンサルタントなどが雇用管理等に関す
る相談に応じます。
・人事制度 勤務体系・職務基準・人事考課など

・賃金体系 昇給・各種手当・賃金規定など

・就業規則 労働基準法・就業規則見直しなど

・教育訓練 研修体系の整備など

・その他 助成金活用について

諸規定の見直しやサービスの
追加などの時に！

介護の職場で働く方の働きやすい職場環境づくりを
お手伝いするため、介護現場に詳しいヘルスカウン
セラーが相談に応じます。
・健康管理

腰痛予防や感染症予防など
・ストレス対策／メンタルヘルス／・ハラスメント

職場でのストレスの軽減方法
精神衛生の確保など

・その他

新人研修・配置転換後の

研修などに！

無料支援サービスのご案内
介護労働安定センターが委嘱する専門家が介護従事者（従業員）の雇用管理改善・
人材育成(能力開発)・健康について各種相談を無料で実施いたします。

介護事業所の人事・労務を担当する管理職・管
理者の方を対象に、正しい雇用管理の知識を身
に付けていただくために、セミナーも実施して
います。
・時間・賃金・休日管理（事例から学ぶ）
・人材確保定着のための人事制度の導入

●相談場所は、当センター事務
所または、貴事業所にて行うこ
ともできます。
オンラインでも実施可能です。

●従業員の方を集めての事業所
内での研修、事業者の方の集ま
りの場でのレクチャーも承りま
す。お気軽にご相談ください。

こんなご相談ありませんか？



各種保険サービスのご案内

介護事業をするうえで、介護現場での突発的な事故は、注意していても防ぎきれるもので
はなく、どの事業者様でも発生する可能性があります。そんな、万が一に備え介護労働安
定センターでは、「介護事業者賠償責任補償」をご用意しています。

賠償責任補償を問われる事故事例
◆利用者を介護中に転倒させ、ケガをさせてしまった。
◆利用者から一時的に預かった補聴器を破損させてしまった。
◆ケアマネージャーの申請手続きが遅延し、利用者に経済的損失が生じてしまった。

「介護事業者賠償責任補償」では、以下の事故事例のように、従業員が介護業務中に、利用者に
対して誤ってケガを負わせたり、利用者の私物（入歯・眼鏡・補聴器等）を壊したりしたことにより、
賠償責任を負った場合に、その損害賠償金などを補償します。

賠償資力は
必須です！

個人情報の漏えいまたはそのおそれが発生したことに
起因する損害賠償金や、各種対応費用に対して保険
金をお支払いする制度です。

介護業務中・通勤中の事故により従業員の方がケガ
をされた際に、入院または通院の日数に応じて保険金
をお支払する制度です。

当センターが培ってきた介護の知識や情報を活か
して、皆様のご要望に応じた講習を計画し、ご提
供いたします。
講習を実施することで、介護に携わる皆様の介護
技術のさらなる習得、提供するサービスの向上や
資質向上にお役立ていただけます。
・虐待の防止
・介護現場のコミュニケーション
・介護職の接遇マナー
・部下を育てるコーチング
など・・・

有料サービスのご案内

短期専門コース
様々なテーマについて専門的に
学べます。

・介護記録の書き方
・非常災害時の介護
・バリデーション
・身体を守る！移動・移乗
など・・・

私たちは介護のプロを応援します。
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神奈川支所
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